
 

現         行 改    正    案 

166 伝達要領 

１ 人、住家被害等 

 （図中） 

報

告

系

統 

 

市町村
県災害対策本部
（防　災　局）

国：内閣総理大臣
（消防庁）

関係警察署 県警察本部

 

 

 

伝達要領 

１ 人、住家被害等 

 （図中） 

報

告

系

統 

 

市町村
愛知県災害対策本部
・災害情報センター

国：内閣総理大臣
（消防庁経由）

防災局

関係警察署 県警察本部

 

 

凡例

防災情報システム

その他情報システム

FAX・無線（高度情報）

無線（一般）

FAX・電話（一般）

その他

県防災行政無線設置機関

県防災行政無線設未置機関

 

現行の伝達手

段・システム等に

合わせた整理 

（県防災局） 

 

凡例 

        主要伝達ルート

        予備伝達ルート
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現         行 改    正    案 

167 ２ 河川・海岸・貯水池・ため池等、砂防被害 

(1) 河川被害 
伝達を要

する場合 

 愛知県災害対策本部は又は市町村災害対策本部が設置さ

れた場合で、重大な被害（河川管理施設の損壊、河川の堤防

が破提又は越水が生じたとき等。）が発生したとき、及び応急

復旧したとき。 

（略） 

 

  （図中） 

伝

達

系

統 

 

・一級河川（国管理）について

・一級河川（県管理）、二級河川（県管理）について

・準用河川（市町村管理）について

中部地方整備局

市町村

建設事務所
河川工事事務所

河川課 建設企画課

国：内閣総理大臣
（消防庁）

県災害対策本部
（防災局）

 

 

 

２ 河川・海岸・貯水池・ため池等、砂防被害 

(1) 河川被害 
伝達を要

する場合 

 愛知県災害対策本部は又は市町村災害対策本部が設置さ

れた場合で、重大な被害（河川管理施設の損壊、河川の堤防

が決壊又は水があふれた（溢水）とき等。）が発生したとき、及

び応急復旧したとき。 

（略） 

 

  （図中） 

伝

達

系

統 

 
・一級河川（国管理）について

・一級河川（県管理）、二級河川（県管理）について

・準用河川（市町村管理）について

中部地方整備局

市町村

愛知県建設部

建設事務所
河川工事事務所

河川課 建設企画課

国：内閣総理大臣
（消防庁経由）

愛知県災害対策本部
・災害情報センター

防災局

 

 

 

洪水予報に関す

る用語の変更 

（県建設部） 

 

 

 

 

現行の伝達手

段・システム等に

合わせた整理 

（県防災局） 
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現         行 改    正    案 

168 (2) 海岸被害 
（図中） 

伝

達

系

統 

 
・県管理の海岸について

・名古屋港管理組合管理の海岸について

愛知県農林水産部

（農林水産省農村振興局所管）

愛知県建設部

　（国土交通省、水産庁所管）

　
（国土交通省、水産庁所管）

河川課

建設企画課

港湾課

建設事務所

建設事務所

市町村

名古屋港管理組合
（危機管理室）

国：内閣総理大臣
（消防庁）

県災害対策本部
（防災局）

農林水産事務所
農林政策課

農地整備課

 
 

(2) 海岸被害 
（図中） 

伝

達

系

統 

 

・県管理管理の海岸について

・市町村管理の海岸について

・名古屋港管理組合管理の海岸について

愛知県農林水産部

（農林水産省農村振興局所管）

愛知県建設部

　（国土交通省、水産庁所管）

　
（国土交通省、水産庁所管）

河川課

建設企画課

港湾課

建設事務所

建設事務所

市町村

名古屋港管理組合 国：内閣総理大臣
（消防庁経由）

愛知県災害対策本部
・災害情報センター

防災局

農林水産事務所
農林政策課

農地整備課

  

 

現行の伝達手

段・システム等に

合わせた整理 

（県防災局） 
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現         行 改    正    案 

169 (3) 貯水池・ため池等被害 
 （図中） 

伝

達

系

統 

 

・県管理の貯水池（羽布ダム）について

・市町村、土地改良区、個人等の管理するため池について

県災害対策本部農林水産部

農林水産事務所 農地計画課 農地整備課 農林政策課

市町村

国：内閣総理大臣
（消防庁）

県災害対策本部
（防災局）

 

 

 

(4) 砂防施設被害 

（図中） 

伝

達

系

統 

 

県災害対策本部建設部

建設事務所 砂防課 建設企画課

国：国土交通省砂防部

市町村 国：内閣総理大臣
（消防庁）

県災害対策本部
（防災局）

 

 

 

(3) 貯水池・ため池等被害 
 （図中） 

伝

達

系

統 

 

・県管理の貯水池（羽布ダム）について

・市町村、土地改良区、個人等の管理するため池について

愛知県農林水産部

農林水産事務所 農地計画課 農地整備課 農林政策課

市町村

国：内閣総理大臣
（消防庁経由）

愛知県災害対策本部
・災害情報センター

防災局

 

 

 

(4) 砂防施設被害 

（図中） 

伝

達

系

統 

 

愛知県建設部

建設事務所 砂防課 建設企画課

国：国土交通省防災部

市町村

国：内閣総理大臣
（消防庁経由）

愛知県災害対策本部
・災害情報センター

防災局

 

 

 

 

現行の伝達手

段・システム等に

合わせた整理 

（県防災局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行の伝達手

段・システム等に

合わせた整理 

（県防災局） 
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現         行 改    正    案 

170 ３ 港湾及び漁港施設被害 

  （図中） 

伝

達

系

統 

 
・県管理の港湾、漁港について

・市町村管理の港湾、漁港について

・名古屋港について

中部地方整備局

県災害対策本部建設部

港湾課 建設企画課

市町村

建設事務所

港務所

名古屋港管理組合
（危機管理室）

県災害対策本部
（防災局）

国：内閣総理大臣
（消防庁）

 
 

３ 港湾及び漁港施設被害 

  （図中） 

伝

達

系

統 

 
・県管理の港湾、漁港について

・市町村管理の港湾、漁港について

・名古屋港について

愛知県建設部

港湾課 建設企画課

建設事務所

港務所

市町村

名古屋港管理組合

愛知県災害対策本部
・災害情報センター

国：内閣総理大臣
（消防庁経由）

防災局

 

 

 

 

現行の伝達手

段・システム等に

合わせた整理 

（県防災局） 
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現         行 改    正    案 

171 ４ 道路施設被害 

 （図中） 

伝

達

系

統 

 

・高速道路、一般有料道路（中日本高速道路（株））について

・一般国道（国土交通省管理）について

・一般国道（県管理）及び県道について

・愛知県道路公社管理道路について

・名古屋高速道路公社管理道路について

・名古屋市道（名古屋市管理の国道及び
県道含む。）について

・市町村道について

・道路全般について（被害額を除く。）

県 災 害 対 策 本 部
（ 防 災 局 ）

県災害対策本部建設部

建設事務所 道路維持課 建設企画課

国：内閣総理大臣
（消防庁）

中日本高速道路株式会社

管理事務所

中部地方整備局

名古屋高速道路公社

市町村（名古屋市を除く）

愛知県警察

交番・駐在所 警察署 本部交通規制課

交通機動隊・高速隊

愛知県道路公社

名古屋市

中部支社

 

 

４ 道路施設被害 

 （図中） 

伝

達

系

統 

 

・高速道路、一般有料道路（中日本高速道路（株））について

・一般国道（国土交通省管理）について

・一般国道（県管理）及び県道について

・愛知県道路公社管理道路について

・名古屋高速道路公社管理道路について

・市町村道について

・道路全般について（被害額を除く。）

・道路情報及び交通情報について

・名古屋市道（名古屋市管理の国道
　及び県道含む。）について

愛知県災害対策本部
・災害情報センター

愛知県建設部

建設事務所 道路維持課 建設企画課

国：内閣総理大臣
（消防庁経由）

中日本高速道路（株）

保全・サービス事業本部

中部地方整備局

名古屋高速道路公社

市町村（名古屋市を除く）

愛知県警察

交番・駐在所 警察署 本部交通規制課

交通機動隊・高速隊

道路交通情報センター

防災局

愛知県道路公社

名古屋市

 

 

 

現行の伝達手

段・システム等に

合わせた整理 

（県防災局） 
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現         行 改    正    案 

172 ５ 鉄道施設被害 

伝

達

系

統 

 

日本貨物鉄道株式会社東海支社（総務課）

ＴＥＬ（0587）24－3709

東海旅客鉄道株式会社
（東海鉄道事業本部管理部総務課）

ＴＥＬ（052）564－2328

名古屋鉄道株式会社（企画管理部管理課）

ＴＥＬ（052）588－0868

近畿日本鉄度株式会社鉄道事業本部
（名古屋輸送統括部運輸部運輸課）

ＴＥＬ（059）354－7011

豊橋鉄道株式会社（総務部総務課）

ＴＥＬ（0532）53－2131

名古屋臨海鉄道株式会社
（鉄道事業部施設課）

ＴＥＬ（052）613－5001

衣浦臨海鉄道株式会社（総務課）

ＴＥＬ（0569）22－9681

愛知環状鉄道株式会社（運輸区）

ＴＥＬ（0565）21－2315

名古屋市災害対策本部
（消防局防災部防災室）
ＴＥＬ（052）951－1801

名古屋市交通局

愛知高速交通株式会社（総務課）

ＴＥＬ（0561）61－4781

東海交通事業株式会社

ＴＥＬ（052）504－3002

名古屋臨海高速鉄道株式会社（総務課）

ＴＥＬ（0569）22－9681

県 災 害 対 策 本 部
（ 防 災 局 ）

国：内閣総理大臣
（消防庁）

桃花台新交通株式会社

（総務課）ＴＥＬ（0568）79－8500

  

５ 鉄道施設被害 

伝

達

系

統 

 

日本貨物鉄道株式会社東海支社（総務課）

ＴＥＬ（0587）24－3709

東海旅客鉄道株式会社
（東海鉄道事業本部管理部総務課）

ＴＥＬ（052）564－2328

名古屋鉄道株式会社（企画管理部管理課）

ＴＥＬ（052）588－0868

近畿日本鉄度株式会社鉄道事業本部
（名古屋輸送統括部運輸部運輸課）

ＴＥＬ（059）354－7011

豊橋鉄道株式会社（総務部総務課）

ＴＥＬ（0532）53－2131

名古屋臨海鉄道株式会社
（鉄道事業部施設課）

ＴＥＬ（052）613－5001

衣浦臨海鉄道株式会社（総務課）

ＴＥＬ（0569）22－9681

愛知環状鉄道株式会社（運輸区）

ＴＥＬ（0565）21－2315

名古屋市災害対策本部
（消防局防災部防災室）
ＴＥＬ（052）951－1801

名古屋市交通局

愛知高速交通株式会社（総務課）

ＴＥＬ（0561）61－4781

株式会社東海交通事業
（城北線鉄道事業部運輸管理室）

ＴＥＬ（052）504－3002

名古屋臨海高速鉄道株式会社（総務課）

ＴＥＬ（0569）22－9681

愛知県災害対策本部
・災害情報センター

国：内閣総理大臣
（消防庁経由）

防災局

 

 

 

現行の伝達手

段・システム等に

合わせた整理 

（県防災局） 
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現         行 改    正    案 

173 ６ 電信電話施設被害 

 （図中） 

伝

達

系

統 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海
ネットワーク本部サービスオペレーション部
災害対策室　　　ＴＥＬ（052）953－6134

ＫＤＤＩ株式会社
　　中部総支社

（管理部）　　ＴＥＬ（052）741-8330

西日本電信電話株式会社名古屋支店
設備部災害対策室

ＴＥＬ（052）291－3226
県 災 害 対 策 本 部
（ 防 災 局 ）

国：内閣総理大臣
（消防庁）

 

 

 

 

７ 電力施設被害 

 （図中） 

伝

達

系

統 

 

中部電力株式会社
総務部総務グループ

ＴＥＬ（052）951－3987

関西電力株式会社東海支社
（総務・広報グループ）
ＴＥＬ（052）932－7418

電源開発株式会社水力流通事業部中部支店
（企画・管理グループ）
ＴＥＬ（0568）81－2300

中部近畿産業保安監督部
（管理課）

ＴＥＬ（052）951－0558

県 災 害 対 策 本 部
（ 防 災 局 ）

国：内閣総理大臣
（消防庁）

 
 

６ 電信電話施設被害 

 （図中） 

伝

達

系

統 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海

ネットワーク本部オペレーション運営部
ＴＥＬ（052）953－6134

ＫＤＤＩ株式会社中部支社
管理部

ＴＥＬ（052）741-8330

西日本電信電話株式会社名古屋支店
設備部災害対策室

ＴＥＬ（052）291－3226

愛知県災害対策本部
・災害情報センター

国：内閣総理大臣
（消防庁経由）

防災局

 

 

 

 

７ 電力施設被害 

 （図中） 

伝

達

系

統 

 

愛知県災害対策本部
・災害情報センター

国：内閣総理大臣
（消防庁経由）

防災局

中部電力株式会社
総務部総務グループ

ＴＥＬ（052）951－3987

関西電力株式会社東海支社
総務・広報グループ

ＴＥＬ（052）932－7418

電源開発株式会社水力・送変電部中部支店
企画・管理グループ

ＴＥＬ（0568）81－2300
中部近畿産業保安監督部

管理課
ＴＥＬ（052）951－0558

 
 

 

現行の伝達手

段・システム等に

合わせた整理 

（県防災局） 

 

 

 

 

 

 

 

現行の伝達手

段・システム等に

合わせた整理 

（県防災局） 

 

 

 - 34 -



 

現         行 改    正    案 

174 

175 

８ ガス施設被害 

 （図中） 

伝

達

系

統 

 

東邦ガス株式会社　災害対策本部室
（総務部総務グループ）
ＴＥＬ（052）872－9325

犬山ガス株式会社
（業務部供給グループ）
ＴＥＬ（0568）61－0002

津島ガス株式会社
（総務課）

ＴＥＬ（0567）28－1331

中部ガス株式会社
（総務グループ）

ＴＥＬ（0532）31－7141

愛知県エルピーガス協会
（事務局）

ＴＥＬ（052）261－2896

中部近畿産業保安監督部
（管理課）

ＴＥＬ（052）951－0558

県 災 害 対 策 本 部
（ 防 災 局 ）

国：内閣総理大臣
（消防庁）

 

 

 

 

９ 水道施設被害 

 （図中） 

伝

達

系

統 

 

県災害対策本部企業部

水道事務所 水道事業課 総務課

県災害対策本部健康福祉部

県事務所
（保健所）

生活衛生課 健康福祉総務課

市町村

名古屋市、豊橋市、岡崎
市及び豊田市を除く

名古屋市、豊橋市、
岡崎市及び豊田市

県 災 害 対 策 本 部
（ 防 災 局 ）

国：内閣総理大臣
（消防庁）

 

 
 

８ ガス施設被害 

 （図中） 

伝

達

系

統 

 

愛知県災害対策本部
・災害情報センター

国：内閣総理大臣
（消防庁経由）

防災局

東邦ガス株式会社　災害対策本部室
（総務部総務グループ）
ＴＥＬ（052）872－9325

犬山ガス株式会社
（業務部供給グループ）
ＴＥＬ（0568）61－0002

津島ガス株式会社
（総務課）

ＴＥＬ（0567）28－1331 中部近畿産業保安監督部
管理課

ＴＥＬ（052）951－0558中部ガス株式会社
（総務グループ）

ＴＥＬ（0532）31－7141

愛知県エルピーガス協会
（事務局）

ＴＥＬ（052）261－2896

 

 

 

 

９ 水道施設被害 

 （図中） 

伝

達

系

統 

 

愛知県企業庁

水道事務所 水道事業課 総務課

愛知県災害対策本部
・災害情報センター

国：内閣総理大臣
（消防庁経由）

防災局

愛知県健康福祉部

県事務所
（保健所）

生活衛生課 健康福祉総務課

市町村

名古屋市、豊橋市、岡崎
市及び豊田市を除く

名古屋市、豊橋市、
岡崎市及び豊田市

 

 
 

 

現行の伝達手

段・システム等に

合わせた整理 

（県防災局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行の伝達手

段・システム等に

合わせた整理 

（県防災局） 
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176 １０ 公共土木施設被害 

 （図中） 

伝

達

系

統 

 

(1)　国土交通省河川局所管の災害

・県が管理する公共土木施設について

・市町村（名古屋市を除く）が管理する公共土木施設について

(2)　国土交通省都市・地域整備局所管の災害

・県が管理する公共土木施設について

・市町村（名古屋市を除く）が管理する公共土木施設について

(3)　国土交通省港湾局、水産庁所管の災害

・県管理の港湾、漁港について

・市町村管理の港湾、漁港について

愛知県建設部

公園緑地課

下水道課

都市整備課 砂防課 建設企画課

建設事務所

国：国土交通大臣
（国土交通省防災課）

国：国土交通省
都市・地域整備局

市町村

愛知 県 災害 対 策 本部

国：内閣総理大臣
（消防庁）

愛知県建設部

港湾課 砂防課 建設企画課

国：国土交通大臣
（国土交通省防災課）

国：国土交通省港湾局
国：水産庁

市町村

建設事務所
河川工事事務所

愛知 県 災害 対 策 本部

国：内閣総理大臣
（消防庁）

愛知県建設部

市町村

建設事務所
河川工事事務所

建設企画課

国：国土交通大臣
（国土交通省防災課）

砂防課

道路維持課 河川課

愛 知 県災 害 対策 本 部

国：内閣総理大臣
（消防庁）

 
 

１０ 公共土木施設被害 

 （図中） 

伝

達

系

統 

 

(1)　国土交通省河川局所管の災害

・県が管理する公共土木施設について

・市町村（名古屋市を除く）が管理する公共土木施設について

(2)　国土交通省都市・地域整備局所管の災害

・県が管理する公共土木施設について

・市町村（名古屋市を除く）が管理する公共土木施設について

(3)　国土交通省港湾局、水産庁所管の災害

・県管理の港湾、漁港について

・市町村管理の港湾、漁港について

愛知県建設部

国：国土交通大臣
（国土交通省防災課）

国：国土交通省
都市・地域整備局

市町村
愛知県災害対策本部
・災害情報センター

国：内閣総理大臣
（消防庁経由）

防災局

愛知県建設部

港湾課 砂防課 建設企画課

国：国土交通大臣
（国土交通省防災課）

国：国土交通省港湾局
国：水産庁

市町村

建設事務所
河川工事事務所

愛知県災害対策本部
・災害情報センター

国：内閣総理大臣
（消防庁経由）

防災局

愛知県建設部

建設事務所
河川工事事務所

建設企画課

国：国土交通大臣
（国土交通省防災課）

市町村
愛知県災害対策本部
・災害情報センター

国：内閣総理大臣
（消防庁経由）

砂防課

道路維持課 河川課

公園緑地課 都市整備課 砂防課 建設企画課

防災局

下水道課

建設事務所

 
 

現行の伝達手

段・システム等に

合わせた整理 

（県防災局） 
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177 

 
178 
 
 

 

 
180 

被害認定基準 

 （表中） 

  被害区分                認  定  基  準 
そ 
の 
他 

文教施設 
小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚

園における教育の用に供する施設とする。 

 

 

５ 海上流出油等に関する情報の収集、伝達系統 

（図中） 

 

 

 

 

被害認定基準 

 （表中） 

  被害区分                認  定  基  準 
そ
の
他

文教施設 
小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校及び幼稚園における教

育の用に供する施設とする。 

 

 

５ 海上流出油等に関する情報の収集、伝達系統 

（図中） 

 
 
平成１９年４月１日学
校教育法の一部改正
に伴う修正 
（県教育委員会） 
 
 
 
組織改定に伴う
所掌変更 
（中部地方整備局） 
 
現状に合わせた整
理 
（県防災局） 
 

中部地方整備局 
海域環境・海岸課 

中部地方整備局 
港湾空港防災・危機管理課 

愛 知 県 
防災局 
農林水産部水産課 

愛 知 県 
防災局 
農林水産部水産課 
その他関係課室 
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183 
 
185 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 自衛隊の災害派遣 
第４節 災害派遣の要請等 
２ 撤収要請 
(2)     愛知県庁から連絡する場合（表中） 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

陸上自衛隊第１０師団指令部 

（加入電話）０５２－７９１－２１９１ 
  課業時間内：内線５３１（防衛班） 
  課業時間外：内線３０１（当直室） 
（防災行政無線）８－８２３０－３１、３２
（衛星電話）   ９－８２３－２３

陸上自衛隊第35普通科連帯 

（加入電話）０５２－７９１－２１９１ 
  課業時間内：内線４６０（防衛班） 
  課業時間外：内線４７７（当直室） 
（衛星電話）   ９－８２３－２４

陸上自衛隊第１０特科連隊 

（加入電話）０５３３－８６－３１５１ 
  課業時間内：内線２３２（第３科） 
  課業時間外：内線３０２（当直室） 
（防災行政無線）8-8240-31,32 
（衛星電話）    9-824-23

 

海上自衛隊横須賀地方総監部 

（加入電話） 
  課業時間内外共通 
        ０４６－８２３－１００９ 
        （オペレーション直通） 

第６章 自衛隊の災害派遣 
第４節 災害派遣の要請等 
２ 撤収要請 
(2)      愛知県庁から連絡する場合（表中） 

 

 

 

 
 

 

陸上自衛隊第１０師団指令部

（加入電話）０５２－７９１－２１９１ 
  課業時間内：内線５３１（防衛班） 
  課業時間外：内線３０１（当直室） 
（防災行政無線）８－８２３０－３１（作戦室） 
３２（当直） 
３３（防衛班） 
（衛星電話）   ９－同上

陸上自衛隊第35普通科連帯

（加入電話）０５２－７９１－２１９１ 
  課業時間内：内線４６０（防衛班） 
  課業時間外：内線４７７（当直室） 
（防災行政無線）８－８２３０－３４ 
（衛星電話）   ９－同上

陸上自衛隊第１０特科連隊

（加入電話）０５３３－８６－３１５１ 
  課業時間内：内線２３２（第３科） 
  課業時間外：内線３０２（当直室） 
（防災行政無線）８－８２４０－３１（作戦室） 
３２（当直） 
３３（第３科） 
（衛星電話） 

９－同上

海上自衛隊第１輸送航空隊 

（加入電話）０５６８－７６－２１９１ 
  課業時間内：内線４０３２（防衛部） 
  課業時間外：内線４０１７（基地当直） 
（防災行政無線）８－８２５０－３１（作戦室）
                  ３２（当直） 
（衛星電話）   ９－同上

 

 

 

 

県が割り振ってい

る無線について、

宛先等を明確化 

（県防災局） 

 

 

 

第３幕僚室への直
通電話の新設によ
る 
（海上自衛隊） 
 
 

県が割り振ってい

る無線について、

宛先等を明確化 

（県防災局） 
 
 
 
 

県が割り振ってい

る無線について、

宛先等を明確化 

（県防災局） 
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203 

 

 

 

海上自衛隊横須賀地方総監部 

（加入電話） 
  課業時間内外共通 
        ０４６－８２３－１００９ 
        （オペレーション直通） 

 

 

 

海上自衛隊横須賀地方総監部 

（加入電話） 
  課業時間内 ０４６－８２２－３５２２ 
           （第３幕僚室） 
  課業時間外 ０４６－８２３－１００９ 
           （オペレーション） 
（衛星電話）  ９－０１２－６３７－７２１

 

県が割り振ってい

る無線について、

宛先等を明確化 

（県防災局） 
 

201 第 10章 浸水対策 

第１節 予想される被害・状況等 

 （略） 

  このため、海面以下（ＴＰ １メートル）の土地、特に海部郡南部の地盤沈下

地帯では 2.0 メートルを超える浸水被害が生じることが想定される。 

 (略) 

 

第 10章 浸水対策 

第１節 予想される被害・状況等 

 （略） 

  このため、海面以下（ＴＰ １メートル）の土地、特に海部地方南部の地盤沈下

地帯では 2.0 メートルを超える浸水被害が生じることが想定される。 

 (略) 

 

想定される地域が
郡に留まらないた
め修正 
（県防災局） 

 

203 第１１章 避難・救出 
第２節 対策 

３ 津波の自衛措置 

沿岸市町村においては、強い地震（震度 4 程度以上）に加え、弱い地震であ

っても長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、次の措置をとる。 

(1) 市町村長は自らの判断で、海浜にある者、海岸付近の住民等に直ちに海

浜から退避し、急いで安全な場所に避難するよう勧告等を行うこと。 

(2) 津波注意報・警報の情報収集にあっては、放送機関からの情報にも留意し

聴取する責任者を定めるなどの体制をとり、収集した情報の迅速かつ的確な

伝達を行うこと。 

第１１章 避難・救出 

第２節 対策 

３ 津波の自衛措置 

沿岸市町村においては、強い地震（震度 4 程度以上）に加え、弱い地震であ

っても長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、次の措置をとる。 

(1) 市町村長は自らの判断で、海浜にある者、海岸付近の住民等に直ちに避難

すべき地域から退避し、急いで安全な場所に避難するよう指示を行うこと。 

 (2) 津波注意報・警報の情報収集にあっては、放送機関からの情報にも留意し

聴取する責任者を定めるなどの体制をとり、収集した情報の迅速かつ的確な

伝達を行うこと。 

 

 

「避難勧告等の判

断・伝達マニュアル

作成ガイドライン

（平成17年3月内

閣府・消防庁）に準

拠し、避難指示の

明確化 
（県防災局） 
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204 

 

 

 

第１２章 医療救護 

第２節 基本方針 

７ 県は、必要に応じ、広域医療搬送（被災地で対応困難な重症患者を被災地

外に搬送し、根治的な治療を行うために政府全般の協力の下行う活動であっ

て、自衛隊機などによる航空搬送時の診療、広域搬送医療拠点（ステージング

ケアユニット：ＳＣＵ）での患者の安定化処置・搬送トリアージ等の診療、運営を

含む。）における医療活動を総括するＳＣＵ本部をＳＣＵ内に設置する。 

第１２章 医療救護 

第２節 基本方針 

７ 県は、必要に応じ、広域医療搬送（被災地で対応困難な重症患者を被災地外

に搬送し、根治的な治療を行うために政府全般の協力の下行う活動であって、自

衛隊機などによる航空搬送時の診療、広域搬送拠点臨時医療施設（ステージン

グケアユニット：ＳＣＵ）での患者の安定化処置・搬送トリアージ等の診療、運営を

含む。）における医療活動を総括するＳＣＵ本部をＳＣＵ内に設置する。 

 
 
東海地震応急対
策活動要領に合
わせた修正 
（県健康福祉部） 
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 206 

 207 

第３節 対策 
別表 
医療救護班一覧表（表中） 

   機 関 名 等 班 数       備    考 

愛知県医師会 
（名古屋地区） 
  名古屋市医師会 
（尾張地区）        
   （略） 
   尾北医師会 
   海部郡医師会 
   稲沢医師会 
   知多郡医師会 

194 
 
（43） 
 
（略） 
（14） 
（4） 

（6） 
（10）

 
     （略） 
   

小     計 （86）  

（三河地区） 
   豊橋市医師会 
   岡崎市医師会 
   豊川宝飯医師会 
   碧南市医師会 
   刈谷医師会 
   豊田加茂医師会 
   蒲郡市医師会 
   安城市医師会 
  （略） 
   渥美医師会 

 
（4） 
（6） 
（6） 
（3） 
（10） 
（7） 
（3） 
（6） 

  （略） 
（3） 

 
     
   

小   計 （65）  

  

   機 関 名 等 班 数       備    考 

日本赤十字社愛知県支部 
名古屋第一赤十字病院 
名古屋第一赤十字病院 

  18 
   (9) 
   (9) 

 
     （略） 
  （全国救護班編成数４８１班） 

  （略） 

   合    計   232 
 

第３節 対策 
別表 
医療救護班一覧表（表中） 

   機 関 名 等 班 数       備    考 

愛知県医師会 
（名古屋地区） 
  名古屋市医師会 
（尾張地区）        
   （略） 
   尾北医師会 
   海部医師会 
   稲沢市医師会 
   知多郡医師会 

255
 
（67）
 
  （略）
（3）
（4）
（9）
（8）

 
     （略） 
   

小     計 （76）  

（三河地区） 
   豊橋市医師会 
   岡崎市医師会 
   豊川宝飯医師会 
   碧南市医師会 
   刈谷医師会 
   豊田加茂医師会 
   蒲郡市医師会 
   安城市医師会 
   （略） 
   渥美医師会 

 
（23）
（16）
（8）
（3）
（10）
（13）
（3）
（12）
（略）
（7）

 
     
   

小   計 （112）  

  

    機 関 名 等 班 数       備    考 

日本赤十字社愛知県支部
名古屋第一赤十字病院
名古屋第一赤十字病院

  19 
  (10) 
   (9) 

 
     （略） 
  （全国救護班編成数４８３班） 

  （略） 

   合    計   292 
 

 

 

医療救護班数の

変更 

（医師会） 
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208 

 

 

210 

 

 

211 

 

 

 

 

211 

第１３章 救援 

第３節 食糧の供給 

２ 対策 

(1) 主食等の備蓄 

乾パン、米飯缶詰、冷凍パンを始めとして、食料備蓄が進められつつあ

るが、今後も実情に即しつつ、一層拡充強化に努める必要がある。 

(4) 副食品、調味料の調達あっせん 

広域かつ重大な被害により副食品等の供給に異常が生ずるおそれのあ

る場合には、関係機関の協力を求めてその確保を図るとともに、市町村等

からの要請に応じ、調達あっせん措置を講ずる。 

 

（図中） 

 炊出し 

 

第１３章 救援 

第３節 食料の供給 

２ 対策 

(1) 主食等の備蓄 

乾パン、米飯缶詰、フリーズドライを始めとして、食料備蓄が進められつつ

あるが、今後も実情に即しつつ、一層拡充強化に努める必要がある。 

(4) 副食品、調味料の調達あっせん 

広域かつ重大な被害により副食品等の供給が困難となるおそれのある場

合には、関係機関の協力を求めてその確保を図るとともに、市町村等からの

要請に応じ、調達あっせん措置を講ずる。 

 

（図中） 

 炊き出し 

 

誤記修正 

（県農林水産部） 

 

現状に合わせた 

修正 

（県農林水産部） 

 

現状に合わせた

修正 

（県農林水産部） 
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第２３章 道路交通規制 

第２節 対 策 

第１ 交通規制の内容 

別表：交通規制対象路線 

区分  距離（Km)

東名・名神高速道路 豊川ＩＣ （静岡県境） 一宮ＩＣ （岐阜県境） 106.4
〜

　　　（略）
〜

（国）23号 豊橋市大崎町 （大清水町交差点） 弥富市 （三重県境） 83.0
〜

　　　（略）
〜

小計 ２１路線 764.2
〜

　　　（略）
〜

重点路線 小計 ９３路線 1055.5

合計 2265.1

最
　
優
　
先
　
路
　
線

１２９路線

優
先
路
線

起点 終点路線名・路線番号

 

第２３章 道路交通規制 

第２節 対 策 

第１ 交通規制の内容 

別表：交通規制対象路線 

区分  距離（Km)

東名・名神高速道路 豊川ＩＣ （静岡県境） 一宮ＩＣ （岐阜県境） 106.4
〜

　　　（略）
〜

（国）23号 豊橋市大崎町 （野依ＩＣ） 弥富市 （三重県境） 98.1
〜

　　　（略）
〜

小計 ２１路線 779.3
〜

　　　（略）
〜

重点路線 小計 ９３路線 1055.5

合計 2280.2

最
　
優
　
先
　
路
　
線

１２９路線

優
先
路
線

起点 終点路線名・路線番号

 

 

国道２３号線の

延長に伴う起

点の変更 

（県警察） 
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第２７章 都市ガス施設対策 

第３節 対策 

１ 大規模災害が発生した場合の対策 

(2) ガス供給停止 

導管等のガス施設の被害箇所付近では、必要に応じて供給停止（個別遮

断）を行う。また、建物倒壊、火災発生、地盤崩壊等により被害が集中して発生

する地域にあっては、低圧ブロック単位での供給停止を行う。 

第２７章 都市ガス施設対策 

第３節 対策 

１ 大規模災害が発生した場合の対策 

(2) ガス供給停止 

導管等のガス施設の被害箇所付近では、必要に応じて供給停止を行う。ま

た、建物倒壊、火災発生、地盤崩壊等により被害が集中して発生する地域に

あっては、低圧ブロック単位での供給停止を行う。 

 

 

 

 

現行実施内容

に修正 

（東邦ガス） 
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